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平成２３年９月２１日（第４日） 

開議  １３時００分 

○議長 川野 高實君  

 これから本日の会議を開きます。  

日程はお手元に配布のとおりです。  

 町長から９月１４日の会議に於ける発言について、発言の一部を訂正したい旨の申し出あ

りました。 

 お諮りします。  

発言の訂正を許可することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって町長からの発言の訂正の申し出を許可することに決定しまし

た。 

 これより日程に入ります。  

日程第１ 議案第５６号から日程第３ 議案第５８号までの３件を一括して議題とします。  

 本案は民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  

 栗田民生産業委員長。  

○１３番 栗田 幸則君  

 只今より民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

議案第５６号 鞍手町農政推進会議設置条例の一部を改正する条例。  

議案第７５号 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。  

議案第５８号 平成２３年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号。  

 本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 川野 高實君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

議案第５６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第７５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第５８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

議案第５６号について討論はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第７５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第５８号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

議案第５６号 鞍手町農政推進会議設置条例の一部を改正する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第５６号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第７５号 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を採

決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第７５号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第５８号 平成２３年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号を採決し

ます。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第５８号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

日程第４ 議案第５４号から日程第１１ 議案第７４号までの８件を一括して議題とします。 

本案は総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 原 総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

議案第５４号 鞍手町条例の用語等の統一に関する措置条例。  

議案第５５号 鞍手町地区計画等の案の作成手続きに関する条例。  

議案第５７号 平成２３年度鞍手町一般会計補正予算第２号。  

議案第５９号 平成２３年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算第２号。  
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議案第７１号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２３年度固定資産税の課税

免除。 

 本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決する

ものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

次に議案第７２号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事（第４４

工区）請負契約の締結。  

議案第７３号 鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠築造工事（第６工区）請

負契約の締結。  

議案第７４号 鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠築造工事（第７工区）請

負契約の締結。  

 本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案に同意すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

○議長 川野 高實君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

議案第５４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第５５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第５７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第５９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第７１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第７２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第７３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第７４号について質疑はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

議案第５４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第５５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第５７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第５９号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第７１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第７２号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

次に議案第７３号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第７４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

議案第５４号 鞍手町条例の用語等の統一に関する措置条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第５４号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第５５号 鞍手町地区計画等の案の作成手続きに関する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
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（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第５５号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第５７号 平成２３年度鞍手町一般会計補正予算第２号を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第５７号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第５９号 平成２３年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算第２号を

採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第５９号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第７１号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２３年度固定資産税の

課税免除を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第７１号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第７２号 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理分区管渠築造工事（第４４工区）

請負契約の締結を採決します。  

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第７２号は委員長報告のとおり同意されました。  

次に議案第７３号 鞍手町流域関連公共下水道事業西川処理分区管渠築造工事（第６工区）

請負契約の締結を採決します。  

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第７３号は委員長報告のとおり同意されました。  

次に議案第７４号 鞍手町流域関連公共下水道事業西川処理分区管渠築造工事（第７工区）

請負契約の締結を採決します。  

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  
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挙手多数です。よって議案第７４号は委員長報告のとおり同意されました。  

 これより委員会審査のためしばらく休憩します。  

休憩 １３時１７分  

再会 １３時４２分  

○議長 川野 高實君  

会議を再開します。  

 お諮りします。  

議案第５３号 過疎地域自立促進計画の変更を日程に追加し、追加日程第１として議題にし

たいと思います。  

ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。議案第５３号 過疎地域自立促進計画の変更を日程に追加し、追加

日程第１として議題とすることに決定しました。  

 追加日程第１ 議案第５３号 過疎地域自立促進計画の変更を議題とします。  

本案は総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 原 総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

議案第５３号 過疎地域自立促進計画の変更。  

本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、原案を可決すべきものと

決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

○議長 川野 高實君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

議案第５３号について質疑はありませんか。  

 宇田川 亮君。 

○１１番 宇田川  亮君  

 議案第５３号 過疎地域自立促進計画の変更について総務文教委員会の審査報告に対する

質疑を行います。  

 会議の冒頭に発言の訂正があっています。これは私が本会議で質問したことに対する答弁

の訂正になっていますが、事業費が計画されているということが幹事会の案として計画され

ているという訂正となっていますが、今回の過疎地域自立促進計画の変更を９月議会、今会

期中に決定しなければならない理由等を審査されたのであれば、その中身について教えて頂

きたい。 

 その理由として正当なものであったとしても、一部事務組合等で計画が決定されていない、

まだ幹事会の案である。それでも財源の問題として、事前に自立促進計画の変更をしておく

必要があるということなのかどうか、その２点についてお尋ねします。  
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○議長 川野 高實君  

 原 総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 只今のご質問でございますが、今回出されました議案につきましては１０月に直方・鞍手

広域市町村圏の事務組合があります。それに対するヒアリングをしなければいけないという

ことで、今回議案の提出があったようでございます。  

 財源でございますが、今後過疎債を充てることによって消防の施設、設備、整備、事業計

画等がなされるということでございます。  

○議長 川野 高實君  

 ここでしばらく休憩し、取り纏めてご報告をさせますのでしばらく休憩します。  

休憩  １３時４７分 

再会  １４時１３分 

○議長 川野 高實君  

 会議を再開します。  

先程の宇田川 亮君の質疑に対する答弁から始めたいと思います。  

 原 総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 議案第５３号については、総務文教委員会において幾多の疑問点について、慎重に審査を

行いました。ご質問の９月に議案提出しなければならなかった理由については、議会の承認

を得て、１０月に県のヒアリングを受けなければならないと委員会で聞いています。  

 また組合で決定されておらず、幹事会での計画であるが財源に充てるためのものかという

ことについては、過疎債に充てるものであると聞いています。以上です。  

○議長 川野 高實君  

 他に質疑はありませんか。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行います。  

議案第５３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

議案第５３号 過疎地域自立促進計画の変更を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第５３号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に進みます。  
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日程第１２ 意見書第１号を議題とします。  

提出者を代表して６番議員 原 哲也君に趣旨説明をお願いします。  

 原 哲也君 

○６番 原  哲也君  

 意見書第１号を提案いたします。  

意見書第１号 原子力発電からの撤退とエネルギー政策の転換を求める意見書。別紙意見書

案を提出する。  

平成２３年９月２１日  

提出者 鞍手町議会議員 原  哲也。 

同じく町議会議員 栗田 幸則。 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９条並びに鞍手町議会会議規則（昭和６２年

鞍手町議会規則第１号）第１３条第１項及び第２項の規定により提案する。  

○議長 川野 高實君  

 お諮りします。  

意見書第１号は質疑討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって意見書第１号は質疑討論を省略します。  

これから採決を行います。  

意見書第１号 原子力発電からの撤退とエネルギー政策の転換を求める意見書を採決します。 

本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（挙手あり）  

挙手多数です。よって意見書第１号は原案のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

日程第１３ 請願第１号を議題とします。  

本請願は総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 原 総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 総務文教委員会の請願審査報告をいたします。  

請願第１号 「少人数学級推進」、「義務教育費国庫負担制度拡充」に関わる意見書提出を求

める請願。 

本委員会は、９月７日に付託された上記の請願を審査の結果採択とし、別紙意見書案を関

係機関に送付すべきものと決定したので、会議規則第９３条の規定により報告いたします。  

○議長 川野 高實君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  
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請願第１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

請願第１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

請願第１号 「少人数学級推進」、「義務教育費国庫負担制度拡充」に関わる意見書提出を求

める請願を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は採択であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手あり）  

挙手多数です。よって請願第１号は委員長報告のとおり採択されました。  

 次に日程第１４ 閉会中の継続事件を議題とします。  

各委員長から目下審査する事件について、会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配布

しましたとおり閉会中の継続審査の申し出があっています。  

 これより継続審査の申し出に対する質疑をお受けします。質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。  

各委員長の申し出のとおり継続審査することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって各委員長から申し出のとおり継続審査することに決定しまし

た。 

 これをもって本日の日程は全部終了しました。  

これをもって平成２３年第５回定例会を閉会します。  

閉会  １４時２０分 
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